
 令和８年４月８日 

保護者の皆様へ                            

津山市立久米中学校 

                          校長  齊藤 員由 

         

 自転車通学許可願について（お知らせ）  

 

陽春の候、皆様方におかれましては、ますますご健勝のことと推察申し上げます。平素は本校の教育活動に対

しまして、御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、自転車通学についてですが、「誰一人として、交通事故の被害者にも、加害者にもさせたくない」という思

いを持ち、『生徒たちの命を守るため』に交通安全の指導により一層取り組んで参りたいと思います。 

しかし、残念なことに地域、保護者の方から「交通マナーが悪い生徒がおり、事故に遭わないだろうかと心配してい

る」という声が学校に届くこともあります。また教職員が登下校の見守り運動時に、危険な行為を目にすることもあ

りました。４月１日から自転車に係る道路交通法も改正されています。 

そこで、登下校が安全に行われるように、家庭・地域・学校などが連携をより強め、生徒の「安全」に対する認識を

さらに高めていく必要があると考えています。交通マナーや交通ルール、学校で定められたきまりを守れていない等

の事実が発生した場合には「交通マナー啓発カード」を発行し、御家庭にお知らせしていきます。その際には、御家庭

の方でもお子様と「命の大切さ」などについてお話をして頂きたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

（１）自転車通学を許可する条件 

① 安全な自転車であること （ハンドル、ブレーキ、ライト、ベル、両足スタンド、反射板、カギなど） 

② 不要物（ステップバーやステッカーなど）のついていない自転車であること 

③ 記名されたヘルメットがあり、乗車時には常に正しくかぶること 

④ 記名された雨合羽があり、雨の時には着用すること 

⑤ 所定の自転車置き場に自転車をきちんと置くこと 

⑥ 交通ルールを守り、安全に十分注意しながら通学する意志があること 

※ 部活動が校外で行われるために自転車通学を希望する場合は、顧問の先生と相談の上提出しましょう。 

※ 施錠を確実に行いましょう。施錠後はカギの紛失に気をつけましょう。 

 ※ 学校に自転車を置いて帰るときは担任か学年団の先生に連絡しましょう。 

 

（２）申し込み締め切り日 

   ４月 １３日（月） 

 

（３）点検日 （雨合羽の確認も行うので、必ず持参すること） 

   日時に関しては、各学年からお知らせします。 

 

※ 自転車通学者には自転車点検を実施します。 

※ ステッカーのない自転車や、上記（１）の条件を満たさない自転車での通学は認めません。 

※ 御不明な点がありましたら通学・交通指導担当までお願いします。 
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令和８年   月   日 

津山市立久米中学校長 殿 

自転車通学許可願  

わたしは、今年度自転車通学をしたいと思いますので、許可してくださるようお願いします。 

なお通学に際しては、学校で定められたきまり並びに交通ルールを守り、安全に十分注意しながら通学すること

を誓います。 

 

      （住所）                             
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                保護者氏名                 


